
令和２年度勝央町社会福祉協議会事業計画 

 

 超少子高齢化の進行、ひきこもりなどの社会的孤立の問題、経済的困窮や虐待、Ｄ

Ｖの問題、認知症高齢者の徘徊や行方不明など、地域における生活課題は多様化、深

刻化しており、地域での人と人とのつながり強化や地域の福祉課題を解決していく地

域力の向上が必要となっています。 

 また、社会福祉法人制度改革に伴い、社会福祉協議会には、ガバナンスや財務規律

の強化、事業運営の透明性の向上、地域において公益的な取り組みを実施する責務が

課せられるなど、より信頼される法人運営が求められています。 

 こうした中、勝央町社会福祉協議会は、「町民総参加で地域丸ごと幸せに」をスロー

ガンに、以下の事業を実施します。 

福祉的援助を必要とする人々が社会から疎外されることないように、地域住民、関

係機関、団体等との連携強化に努め、地域福祉活動の推進を図りながら、だれもが安

心して生活することできる町づくりの実現を目指します。 

 

 事業実施計画  

   （１）地域福祉、在宅福祉活動の推進 

      ○小地域の見守り活動の推進とご近所ネットワークづくりの推進 

      ○福祉推進委員研修会の開催 

      ○福祉レクリエーション講習会の開催 

      ○福祉用具等の貸出し 

      ○第一号介護予防通所サービスの実施（要支援１、２を対象） 

      ○地域密着型通所介護事業の実施（要介護１～５を対象） 

      ○配食サービスの実施（社協独自事業） 

      ○短期集中リハビリ教室の送迎業務の受託 

      ○ファミリーサポートセンター事業（生活援助型）の受託 

      ○生活支援体制整備事業の受託 

      ○ふれあいサロン活動の推進 

      ○日常生活自立支援事業の受託 

 

      （２）福祉情報啓発活動の推進 

      ○社協機関紙の発行 

      ○ホームページの更新 

      ○福祉講演会の開催 

      ○関係機関、団体との連絡会の開催（地域の公益的な活動の推進） 

 

      （３）ボランティア活動の振興 

      ○ボランティア保険への加入 

      ○勝央町ボランティア連絡協議会の支援 

      ○勝央町助け合いの会の支援 

      ○災害時のボランティア養成講座の開催 



 

    

（４）老人福祉の推進 

      ○敬老会の開催 

      ○グラウンドゴルフ大会の開催 

      ○囲碁ボール大会の開催 

      ○勝央町老人クラブ連合会の支援 

      ○勝田郡老人クラブ連合会の支援 

      ○勝央町ひとり暮し友の会の支援 

 

   （５）児童・青少年福祉の推進 

      ○ボランティア協力校の指定 

      ○福祉体験出前講座の実施 

      ○福祉体験機器の貸し出し 

      ○夏のボランティア体験事業の実施 

      ○子ども大人食堂の開催 

 

   （６）障害者福祉の推進 

      ○勝央町身体障害者福祉協会の支援 

      ○障害児者交流会の開催 

 

   （７）低所得者福祉の推進 

      ○生活福祉資金貸付事業の実施 

      ○緊急支援用食料の備蓄 

 

 

      （８）社会福祉協議会の基盤強化 

      ○会員増加運動の推進 

      ○社協組織体制の強化 

      ○社協事業検討会の開催 

 

     （９）援護活動の推進 

      ○共同募金運動の実施 

      ○勝央町遺族会の支援（忠霊塔清掃を含む） 

 

      （10）収益事業の実施 

      ○葬儀用品等販売事業 

 


